
 
参考資料

平成 2７年７月２３日 

福 祉 保 健 局 

 

都内の保育サービスの状況について 
 

 都内における平成27年4月1日現在の保育サービス利用状況等がまとまりま

したのでお知らせします。保育サービス利用児童数は、12,602 人増の 247,513

人となりました。就学前児童人口や保育所等利用申込率（就学前児童人口に占

める保育所等利用申込者数の割合。昨年までの保育所入所申込率に該当。）は増

加したものの、待機児童数は 7,814 人となり、昨年から 858 人減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 保育サービス利用児童数（※）は増加  12,602 人増加【表 1】 
※ 認可保育所、認証保育所、認定こども園、家庭的保育事業等の地域型保育事業、

定期利用保育事業、区市町村単独保育施策等の利用児童数合計 

○ 保育所等利用待機児童数は減少 7,814 人（858 人減少）【表 3(1)】 

【問合せ先】 

 福祉保健局少子社会対策部保育支援課 

 担当：西尾、小川 

 電話 03-5320-4128（直通） 

 都庁内線 32-750、32-781 

 

○ 保育サービス利用児童数の増加が大きい区市町村（前年からの増加数）

①世田谷区 959 人  ②杉並区 930 人  ③江東区 882 人 

○ 待機児童数が多い区市町村 

①世田谷区 1,182 人 ②板橋区 378 人  ③府中市 352 人 

○ 待機児童数の増加が大きい区市町村（前年からの増加数） 

①葛飾区 141 人   ②渋谷区 132 人  ③府中市 119 人 

○ 待機児童数の減少が大きい区市町村（前年からの減少数） 

①大田区 ▲459 人  ②練馬区 ▲311 人 ③江東区 ▲148 人 

○ 都内区市町村の状況 

① 待機児童ゼロの区市町村   15 自治体 

・うち昨年度から引き続き待機児童ゼロの区市町村  12 自治体 

・うち昨年度から待機児童が減少したことに 

よって待機児童ゼロになった区市町村         3 自治体 

② 待機児童がいる区市町村   47 自治体 

・うち待機児童が昨年度から減少した区市町村     25 自治体 

・うち待機児童が昨年度から増加した区市町村     22 自治体 

利用児童数及び待機児童数の状況 

区市町村別の状況【表 4】



認可
保育所

認証
保育所

認定
こども園
（注2）

家庭的
保育事業

小規模
保育事業

定期利用
保育事業

区市町村
単独施策

合　計
（ａ）

172,797 15,744 1,375 1,455 12 2,149 193,532 601,368 32.2%

178,955 17,399 1,880 1,646 206 2,336 202,422 609,128 33.2%

前年からの増 6,158 1,655 505 191 194 187 8,890 7,760 1.0%

185,263 20,065 2,365 1,866 588 2,494 212,641 615,228 34.6%

前年からの増 6,308 2,666 485 220 382 158 10,219 6,100 1.4%

193,150 21,796 2,915 2,027 817 2,629 223,334 619,557 36.0%

前年からの増 7,887 1,731 550 161 229 135 10,693 4,329 1.4%

202,008 22,608 3,304 2,394 676 932 2,989 234,911 625,347 37.6%

前年からの増 8,858 812 389 367 676 115 360 11,577 5,790 1.6%

認可
保育所

認証
保育所

認定
こども園
（注2）

家庭的
保育事業

小規模
保育事業

事業所内
保育事業

居宅訪問
型保育
事業

定期利用
保育事業

区市町村
単独施策
等

合　計
（ａ）

213,259 21,616 3,289 1,847 2,943 96 6 711 3,746 247,513 630,419 39.3%

前年からの増 11,251 △ 992 △ 15 △ 547 2,267 96 6 △ 221 757 12,602 5,072 1.7%

就学前
児童人口
（人）
（ｂ）

（注3）

利用率
（％）

（ａ/ｂ）

平成27年4月

平成23年4月

平成24年4月

平成25年4月

平成26年4月

区　　分

利用児童数（人）　(注１)

平成22年4月

区　　分

利用児童数（人）（注1） 就学前
児童人口
（人）
（ｂ）

（注3）

利用率
（％）

（ａ/ｂ）

表１ 保育サービス利用児童数の状況 

  （東京都保育計画（平成22～26年度）進捗状況） 

（注１）利用児童数は各年４月現在 

（注２）認定こども園の利用児童数は、幼保連携型及び幼稚園型を利用する保育を必要とする子の 

合計。ただし、幼稚園型を構成する認可外保育施設が認証保育所の場合は、その分の利用 

児童を除く。 

（注３）就学前児童人口は、各年１月現在（外国人人口を含まない。） 

 
表２ 保育所等の設置状況 
 

区分 

認可保育所 認証保育所 

施設数（所） 定員（人） 施設数（所） 定員（人） 

 
対前年

増減 
 

対前年増

減 
 
対前年

増減 
 

対前年

増減 

平成 22 年 1,740 ＋35 173,532 ＋4,348 528 ＋80 17,307 ＋3,146

平成 23 年 1,800 ＋60 181,384 ＋7,852 598 ＋70 19,988 ＋2,681

平成 24 年 1,855 ＋55 186,698 ＋5,314 652 ＋54 22,036 ＋2,048

平成 25 年 1,915 ＋60 193,757 ＋7,059 694 ＋42 23,519 ＋1,483

平成 26 年 2,019 ＋104 203,170 ＋9,413 719 ＋25 24,527 ＋1,008

平成 27 年 2,184 ＋165 216,699 ＋13,529 700 △19 23,912 △615

（注）各年４月現在 



表３ 保育所等利用待機児童等の状況 

(1) 保育所等利用待機児童数の推移 

区分 
待機児童数（人） 対前年増減

（人）  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳以上 

平成 22 年 8,435 1,635 3,873 2,155 648 124 ＋496

平成 23 年 7,855 1,576 3,715 1,827 615 122 △580

平成 24 年 7,257 1,358 3,487 1,698 613 101 △598

平成 25 年 8,117 1,637 3,883 1,691 752 154 ＋860

平成 26 年 8,672 2,151 4,046 1,701 588 186 ＋555

平成 27 年 7,814 1,786 4,089 1,436 420 83 △858

（注）各年４月現在 

 

(2) 保育所等利用申込率の推移 

区分 
就学前児童人口

（人） 

保育所等利用 

申込者数（人）

保育所等利用申込率（％）

 対前年増減

平成 22 年 601,368 190,645 31.7 ＋0.8 

平成 23 年 609,128 197,788 32.5 ＋0.8 

平成 24 年 615,228 205,091 33.3 ＋0.8 

平成 25 年 619,557 214,510 34.6 ＋1.3 

平成 26 年 625,347 226,437 36.2 ＋1.6 

平成 27 年 630,419 245,758 39.0 ＋2.8 

（注１）就学前児童人口は、各年１月現在（外国人人口を含まない。） 

（注２）保育所等利用申込率は、就学前児童人口に占める保育所等利用申込者数の割合 

 

(3) 待機児童の保護者の状況 

主に保育にあたる者の状況 待機児童数（人） 構成比（％） 

就労中（常 勤） 3,636 46.5 

就労中（非常勤） 1,193 15.3 

求職中 2,380 30.5 

その他（出産・看護等） 605 7.7 

計 7,814 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



就学前

児童人口

比率

就学前

児童人口

比率

就学前

児童人口

比率

千代田区 3,025 1,200 39.7% 0 2,663 1,018 38.2% 0 362 182 1.5% 0
中央区 8,445 3,630 43.0% 119 7,770 3,202 41.2% 135 675 428 1.8% △ 16
港区 13,789 5,615 40.7% 30 13,042 4,844 37.1% 45 747 771 3.6% △ 15
新宿区 11,874 5,253 44.2% 168 11,545 4,976 43.1% 152 329 277 1.1% 16
文京区 10,326 3,679 35.6% 69 10,035 3,348 33.4% 104 291 331 2.2% △ 35
台東区 7,327 2,781 38.0% 170 7,091 2,582 36.4% 126 236 199 1.6% 44
墨田区 11,366 5,342 47.0% 76 11,111 5,015 45.1% 157 255 327 1.9% △ 81
江東区 26,404 11,491 43.5% 167 25,763 10,609 41.2% 315 641 882 2.3% △ 148
品川区 18,359 8,007 43.6% 215 17,879 7,483 41.9% 128 480 524 1.7% 87
目黒区 12,581 4,225 33.6% 294 12,051 3,908 32.4% 247 530 317 1.2% 47
大田区 32,202 12,096 37.6% 154 31,909 11,399 35.7% 613 293 697 1.9% △ 459
世田谷区 43,365 14,051 32.4% 1,182 42,445 13,092 30.8% 1,109 920 959 1.6% 73
渋谷区 9,623 3,689 38.3% 252 9,235 3,473 37.6% 120 388 216 0.7% 132
中野区 12,224 4,811 39.4% 172 11,816 4,398 37.2% 241 408 413 2.2% △ 69
杉並区 23,504 8,605 36.6% 42 22,953 7,675 33.4% 116 551 930 3.2% △ 74
豊島区 10,253 4,377 42.7% 209 9,944 3,990 40.1% 240 309 387 2.6% △ 31
北区 14,272 6,393 44.8% 160 13,748 6,039 43.9% 69 524 354 0.9% 91
荒川区 9,789 4,767 48.7% 48 9,708 4,563 47.0% 8 81 204 1.7% 40
板橋区 24,714 10,635 43.0% 378 24,615 10,110 41.1% 515 99 525 1.9% △ 137
練馬区 34,765 12,598 36.2% 176 34,867 11,814 33.9% 487 △ 102 784 2.3% △ 311
足立区 31,958 11,941 37.4% 322 32,267 11,828 36.7% 330 △ 309 113 0.7% △ 8
葛飾区 21,060 9,447 44.9% 252 21,070 9,054 43.0% 111 △ 10 393 1.9% 141
江戸川区 35,262 11,260 31.9% 347 35,809 11,260 31.4% 298 △ 547 0 0.5% 49
八王子市 25,495 11,209 44.0% 144 26,218 10,995 41.9% 231 △ 723 214 2.1% △ 87
立川市 8,658 3,634 42.0% 183 8,760 3,673 41.9% 95 △ 102 △ 39 0.1% 88
武蔵野市 6,931 2,399 34.6% 127 6,719 2,120 31.6% 208 212 279 3.0% △ 81
三鷹市 9,245 3,294 35.6% 209 8,959 3,095 34.5% 179 286 199 1.1% 30
青梅市 5,724 3,206 56.0% 20 5,882 3,219 54.7% 29 △ 158 △ 13 1.3% △ 9
府中市 13,796 5,167 37.5% 352 13,859 5,021 36.2% 233 △ 63 146 1.3% 119
昭島市 5,581 2,587 46.4% 51 5,634 2,585 45.9% 65 △ 53 2 0.5% △ 14
調布市 11,635 4,352 37.4% 296 11,678 4,154 35.6% 288 △ 43 198 1.8% 8
町田市 20,295 6,996 34.5% 153 20,840 6,815 32.7% 203 △ 545 181 1.8% △ 50
小金井市 5,754 1,923 33.4% 164 5,721 1,793 31.3% 257 33 130 2.1% △ 93
小平市 9,791 3,345 34.2% 178 9,748 3,063 31.4% 167 43 282 2.8% 11
日野市 9,277 3,752 40.4% 164 9,198 3,583 39.0% 188 79 169 1.4% △ 24
東村山市 7,154 2,533 35.4% 32 7,519 2,548 33.9% 97 △ 365 △ 15 1.5% △ 65
国分寺市 5,624 2,223 39.5% 88 5,664 2,141 37.8% 77 △ 40 82 1.7% 11
国立市 3,343 1,331 39.8% 99 3,307 1,283 38.8% 34 36 48 1.0% 65
福生市 2,420 1,373 56.7% 6 2,506 1,344 53.6% 5 △ 86 29 3.1% 1
狛江市 3,759 1,343 35.7% 175 3,545 1,225 34.6% 99 214 118 1.1% 76
東大和市 4,531 2,082 46.0% 4 4,566 2,023 44.3% 14 △ 35 59 1.7% △ 10
清瀬市 3,445 1,281 37.2% 45 3,457 1,321 38.2% 40 △ 12 △ 40 △ 1.0% 5
東久留米市 5,532 2,082 37.6% 87 5,498 2,022 36.8% 84 34 60 0.8% 3
武蔵村山市 3,716 1,935 52.1% 11 3,921 1,972 50.3% 21 △ 205 △ 37 1.8% △ 10
多摩市 6,897 2,955 42.8% 49 7,036 2,796 39.7% 116 △ 139 159 3.1% △ 67
稲城市 4,962 1,991 40.1% 0 5,073 1,884 37.1% 33 △ 111 107 3.0% △ 33
羽村市 2,806 1,376 49.0% 0 2,880 1,382 48.0% 3 △ 74 △ 6 1.0% △ 3
あきる野市 3,976 1,822 45.8% 12 4,064 1,823 44.9% 31 △ 88 △ 1 0.9% △ 19
西東京市 9,713 3,316 34.1% 143 9,827 3,231 32.9% 193 △ 114 85 1.2% △ 50
瑞穂町 1,417 739 52.2% 20 1,444 708 49.0% 7 △ 27 31 3.2% 13
日の出町 986 550 55.8% 0 1,012 558 55.1% 9 △ 26 △ 8 0.7% △ 9
檜原村 63 44 69.8% 0 65 47 72.3% 0 △ 2 △ 3 △ 2.5% 0
奥多摩町 104 84 80.8% 0 109 85 78.0% 0 △ 5 △ 1 2.8% 0
大島町 357 263 73.7% 0 367 255 69.5% 0 △ 10 8 4.2% 0
利島村 24 13 54.2% 0 23 17 73.9% 0 1 △ 4 △ 19.7% 0
新島村 123 68 55.3% 0 113 54 47.8% 0 10 14 7.5% 0
神津島村 105 59 56.2% 0 116 51 44.0% 0 △ 11 8 12.2% 0
三宅村 104 55 52.9% 0 108 53 49.1% 0 △ 4 2 3.8% 0
御蔵島村 32 13 40.6% 0 31 10 32.3% 0 1 3 8.3% 0
八丈町 338 156 46.2% 0 329 210 63.8% 0 9 △ 54 △ 17.6% 0
青ヶ島村 6 4 66.7% 0 4 3 75.0% 0 2 1 △ 8.3% 0
小笠原村 213 65 30.5% 0 211 69 32.7% 0 2 △ 4 △ 2.2% 0

合計 630,419 247,513 39.3% 7,814 625,347 234,911 37.6% 8,672 5,072 12,602 1.7% △ 858

待機

児童数

区市町村名

平成27年4月1日 平成26年4月1日 増減

就学前

児童人口

保育サー

ビス利用

児童数

待機

児童数

就学前

児童人口

保育サー

ビス利用

児童数

待機

児童数

就学前

児童人口

保育サー

ビス利用

児童数

表4 区市町村別の状況 

 
（注１）就学前児童人口は、東京都総務局発行「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（各年１月１日現在）」による。（外国人人

口を含まない。） 
（注２）保育サービス利用児童数は、認可保育所、認証保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事

業、居宅訪問型保育事業、定期利用保育事業、区市町村単独保育施策等の合計。ただし、事業所内保育事業、居宅訪問型保育

事業は平成２７年４月のみ。  
（注３）認定こども園の利用児童数は、幼保連携型及び幼稚園型を利用する保育を必要とする子の合計。ただし、幼稚園型を構成す

る認可外保育施設が認証保育所の場合は、その分の利用児童を除く。 


